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県
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示
第
百
五
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三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
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吉
田
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所
を
除
く
。）
に
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こ
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二
年
一
月
六
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
十
六
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

百
三
十
九
号

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
小
俣
川
三
番
一
地
先
か
ら

大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
小
俣
川
四
番
地
先
ま
で

旧

一
〇
・
二
〜

一
九
・
一

八
二
・
一

新

一
〇
・
六
〜

二
五
・
三

八
二
・
一

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
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の
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定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
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動
法
人
の
定
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変
更
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認
証
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あ
っ
た
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1
	　

名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
縄
文
ト
ー
ラ
ス

　

2　

代
表
者
の
氏
名　

林
憂
也

　

3
	　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

山
梨
県
韮
崎
市
旭
町
上
條
中
割
六
百
三
十
二
番
地
二
十

　

4
	　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　

こ
の
法
人
は
、
市
民
の
自
発
的
責
任
に
基
づ
き
、
経
済
格
差
や
社

会
生
活
全
般
の
イ
ン
フ
ラ
の
遅
れ
な
ど
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
社
会
的
諸
問
題
の
改
善
に
対
処
す
べ
く

ア
ジ
ア
諸
国
の
市
民
に
対
し
て
必
要
な
協
力
・
援
助
の
諸
事
業
を
行
い
、
同
時
に
日
本
と
ア
ジ
ア

諸
国
の
市
民
レ
ベ
ル
で
の
友
好
・
交
流
事
業
を
通
じ
て
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
諸
問
題
の
改
善
に
向
け

た
意
識
啓
発
を
促
進
し
、
も
っ
て
ア
ジ
ア
諸
国
の
健
全
な
発
展
お
よ
び
教
育
・
文
化
の
発
展
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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